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問 （204）大崎町選挙管理委員会

大崎町選挙管理委員会からのお知らせ
◆選挙管理委員会委員が決まりました
　�　大崎町選挙管理委員会委員の任期が10月28日で満了となり、新委員に次の方々が決まりました。
これからの４年間、選挙の管理、執行、明るい選挙の推進のためにご尽力いただくこととなります。
　　また、10月29日におこなわれました委員会において委員長に肥後 修氏が互選されました。
　　なお、任期は令和７年10月29日から令和11年10月28日までとなります。
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大崎町選挙管理委員会からのお知らせ
　「裁判員候補者」や「検察審査員候補者」は、選挙権を有する人の中からくじで選ばれます。令和８
年の候補者に選定された方へ11月中旬頃に「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」又は「検察審査
員候補者名簿への記載のお知らせ」という封書が届きます。
　国民が司法に参加する二つの制度です。ぜひ、ご協力ください。
　なお、分からないことがありましたら、下記の窓口にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】
　⃝裁判員　　 … 鹿児島地方裁判所刑事部　裁判員係　　☎099-222-7157
　⃝検察審査員 … 鹿児島検察審査会事務局　　　　　　　☎099-808-3719
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